
北斗市における野外焼却（野焼き）について 

 

ごみの野外焼却（野焼き）は、廃棄物の不適正処理です。 

焼却温度が低いため燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発

生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えるほか、火災を引き起こす危険性

があります。  

ごみの野外焼却（野焼き）は、一部の例外（※）を除き「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」で禁止されています。違反者は「5 年以下の懲役」もしくは

「１，０００万円以下の罰金」、またはその両方が科せられます。さらに法人の

場合は、違反した従業員とともに法人も罰せられ、3億円以下の罰金が科せられ

ます。  

 

（※）焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却 

 

①「国又は地方公共団体がその施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却」  

河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海 

岸の管理を行うための漂着物等の焼却など 

 

②「震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必 

要な廃棄物の焼却」  

凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のため 

に剪定した枝条等の焼却など  

※廃タイヤの焼却はできません。  

 

③「風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」 

どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄など  

 

④「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」 

 農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行 

う漁網に付着した海産物の焼却など  

※廃ビニールの焼却はできません。  

 

⑤「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」  

たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずなど 

 

 



 

 

Ｑ 自らが焼却炉をもっているので焼却してもいいのでは？ 

  

Ａ．使用が認められている焼却炉は、800℃以上の高温で焼却できる バーナーを焼却

室に備えているなどの構造基準を満たしているものです。一般家庭に備 わっているよ

うな焼却炉では、有害物質の発生等の危険があるため禁止されて います。 また、ドラ

ム缶や一斗缶、ブロック囲い、地面または穴を掘っての焼却も一切 禁止しています。 

 

Ｑ 「※焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」に該当し、やむを得ず焼却するときは？ 

 

Ａ．「※焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」に該当し、やむを得ず焼却する場 合は以

下の点にご注意のうえ、煙や臭いなどで周囲に迷惑にならないようにしてください。 

 

・よく乾燥させること  

・一度にたくさん焼却しないこと  

・風向き、時間帯、場所等を考慮すること  

・焼却中は現場にいること  

・消防への届出をすること 


